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（経過報告 2）第三者割当株式の譲渡及び主要株主の異動に関するお知らせ 
 

 
当社は、平成 23 年 11 月 16 日付で、第三者割当株式の譲渡につきそれまでの調査の経緯

について開示いたしましたが、その後も社内での調査を進め、今般調査が完了いたしました

ので、その結果について下記のとおり報告をいたします。また、同調査結果の資料を関東財

務局に提出してまいりましたので併せてご報告いたします。 
 

記 
 経緯 

当社は平成 22 年 8 月 24 日付けの第三者割当増資により、2 年間は売却しない旨の確約書

を入手して香港東盛禾投資集團有限公司（以下香港東盛禾）に株式を発行しました。しかし、

昨年 9 月、香港東盛禾と浅見氏（以下質権者）との間で交わされた金銭消費貸借契約に伴う

代物弁済により、当該株式は質権者に譲渡され、それを市場で売却された旨を当社は認識し

ました。また同時に予定しておりました第三者割当増資は株価の下落により中止することと

なりました。香港東盛禾は、割り当てられた株式を 2 年間は売却しない旨の確約書を締結し

ていたにもかかわらず、1 年程度で当該株式を売却してしまったことから、当社としまして

はその経緯、原因等に関しまして、社内で調査を進め、平成 23 年 11 月 16 日に調査の経過

についてお知らせいたしましたが、その後も引き続き手続きを進めて参りました。 
 
 前回の開示以降、調査の過程で判明した事項 

① 平成 23 年 9 月 27 日時点で売却されていない香港東盛禾の保有株 800 株については一旦

香港東盛禾の口座に戻っておりますが、その後香港東盛禾の常任代理人であるグローバ

ル・インベストメント・リサーチ社（以下、「GIR」という）が当該株式を証券会社の追

加保証金の発生により、GIR の事情にて強制売却を行っている旨の通告が、当社に対し

て行われました。なお香港東盛禾からは GIR より当該株式の返却の報告は受けておらず、

当該株式の売却代金も受け取っていない旨確認しております。 



 

 

従いまして、当社は本件 800 株の株式の処分は所有者である香港東盛禾に無断で行われ

たものと推測しております。 
 
② 当社が GIR にヒヤリングを行ったところ、GIR は香港東盛禾からの全面委任を受けてい

る委任状があると主張していたことから、当社は GIR に対して当該委任状の提出を求め

ておりましたが、未だ提出されておりません。従いまして当社は GIR には上記の金銭消

費貸借契約や質権設定契約を締結できる代理権はなかったのではないかと考えておりま

す。 
 

③ 上記①②より、当社は GIR には金銭消費貸借契約や質権設定契約を締結する代理権限が

ないと考えられる蓋然性が高いと認識しており、取扱証券会社が、本人の意思を直接香

港東盛禾と確認すべき立場にありながら、当該意思確認を怠っているのではないかと考

えておりますが、取扱証券会社は社内フローに従って行っているので問題はないとして

おり、当社と取扱証券会社に意見の相違が見られます。 
 

④ 当社が GIR にヒヤリングを行ったところ、GIR は香港東盛禾からの全面委任を受けてい

る委任状があると主張していたことから、当社は GIR に対して当該委任状の提出を求め

ておりましたが、GIR より提出された書類の中には、香港東盛禾からの依頼がないにも

関わらず GIR が事務手続会社に依頼して、関東財務局へ提出されていた委任状が含まれ

ております。当社が香港東盛禾の代表者である王氏に確認したところ、当該書類の中に

含まれている委任状のサインは王氏のものではないとのことであったため、当該書類に

含まれていた委任状の真偽や GIR の常任代理人契約の在否について疑問の余地がありま

す。 
 

以上、第三者割当株式の譲渡に関する調査において、香港東盛禾と GIR との間で第三者割

当株式割当先の意図しない処で当該株式が譲渡されたというような、通常の商取引、通常の

手続では想定できない事実が判明いたしました。当社としては、本件第三者割当株式の譲渡

に関して、当面の調査は終了したと考えておりますが、上記疑義のある書類の提出先である

関東財務局に、これまでの調査資料を提出致しました。 
当社におきましては、今後新しい事実が判明した場合速やかに開示して参りたいと考えて

おります。 
 

  当社といたしましては、今後同じような事象がおこらないように、海外の投資家に第三者割当

増資を実施する際には、海外の投資家が常任代理人との間で、通常の常任代理人契約と別途の

契約を持っていないかを投資家、常任代理人双方に照会して参りたいと考えます。 
以上 


